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研究要旨 
建築物衛生法においては対象となる特定建築物の維持管理手法として，環境衛生管理基準値を定

め，測定を行い基準値と比較して，適切な維持管理を行っている。近年の特定建築物における現状

の把握を全国の特定建築物の報告データを用いて行うことが可能である。また，建築物衛生法にお

いては，揮発性有機化合物（VOC）の中でもホルムアルデヒドのみ基準値の対象としている。厚生

労働省では 13 物質の化学物質の指針値を示している。その他の物質として，2-エチル-1-ヘキサノ

ール（2E1H）は，コンクリートなどの下地に施工した塩ビ建材や接着剤に含まれる可塑剤のフタル

酸ジエチルヘキシル（DEHP）がコンクリートに含まれるアルカリ水溶液によって加水分解される

ことで生成し，発生することが示されている。本報告では，これまでの研究結果を踏まえて，厚生

労働省から公表された全国の立ち入り調査のデータを用いた全国都道府県の不適率の最新動向につ

いて整理を行った。さらに事務所室内空気中の 2E1H 発生特性を実測調査によって明らかにした。 
特定建築物の各環境要素について二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適率の経年変化は，いず

れも値が高く，上昇する傾向となった。それぞれが，省エネ法の改正，建築物衛生法の改正，東日

本大震災の影響が示唆された。また，浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデヒドについて

は，低い不適率で推移している。また， 2E1H の事務所建築物における実態調査では，TVOC に占

める 2E1H の値が高い建物があり，特にコンクリートが下地の建物において高い傾向となった。 
 
A. 研究目的 
建築物衛生法では対象となる特定建築物の

維持管理として，環境衛生管理基準値が表 1-1
のように定められている。温度，相対湿度，二

酸化炭素濃度，一酸化炭素濃度，気流，浮遊粉

じんの 6項目について 2カ月以内ごとに 1回測

定し，基準値との比較を行うことで，適切な維

持管理を行うことになっている。ホルムアルデ

ヒドについては，新築または大規模模様替えを

行った後，最初に来る 6 月から 9 月の間に 1 回

測定する。近年，温度，相対湿度，二酸化炭素

の濃度の不適率が上昇する傾向にあることは本

研究の関連研究で既に報告されている 1,2)。 
建築物衛生法においては，揮発性有機化合物

（VOC）の中でもホルムアルデヒドのみ基準値

としている。厚生労働省ではホルムアルデヒド

も含め 13 物質の指針値を示している。その他

の物質として，2-エチル-1-ヘキサノール（2E1H）

は，塩ビ建材や接着剤，塗料などの建材から発

生し，眼，皮膚への刺激，中枢神経系などに影

響を与え，健康被害をもたらすことが指摘され

ている 3)。また，2E1H は特異臭があるため，

建物内での悪臭の原因にもなり得る。これまで

2E1H は室内では未規制であったが，多くの建

物で検出されるようになり，中には高濃度で検

出される室内も存在することから，厚生労働省

は 2017 年 4 月に，2E1H を揮発性有機化合物

の室内濃度に関する指針値に追加する改定案を

示し，指針値を 130 µg/m3と定める予定であっ

た 4)。しかし，2018 年 12 月の第 23 回シック

ハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会にお

いて，対策を講ずるにあたり科学的知見のさら
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なる収集が必要であり，また技術的観点から実

効性に疑義のある値が提案されている可能性が

あるとの意見や，国際動向も踏まえて，指針値

案は見直されることになった 5)。 
建材からの 2E1H 発生には，一次発生と二次

発生が知られている。一次発生は建材の製造中

に含有された 2E1H が発生することを示す。二

次発生は，コンクリートなどの下地に施工した

塩ビ建材や接着剤に含まれる可塑剤のフタル酸

ジエチルヘキシル（DEHP）がコンクリートに

含まれるアルカリ水溶液によって加水分解され

ることで2E1Hを生成し，発生することを示す。

タイルカーペットや塩化ビニルがコンクリート

下地に直接敷かれている部屋では，2E1H の濃

度が高いと報告されており 6)，室内の 2E1H 濃

度が高い原因として二次発生を挙げているもの

が多く，コンクリート下地の含水率に着目した

研究が多くなされている。 
本報告では，これまでの研究結果を踏まえて，

厚生労働省から公表された全国の立ち入り調査

のデータを用いた全国都道府県の不適率の最新

動向について整理を行った。さらに事務所室内

空気中の2E1H発生特性を実測調査によって明

らかにする。 
 
表 1-1 空気環境に関する建築物環境衛生管理

基準 
浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下 
一酸化炭素の含有率 10 ppm 以下 
二酸化炭素の含有率 1000 ppm 以下 
温度 17℃以上 28℃以下 
相対湿度 40％以上 70％以下 
気流 0.5 m/秒以下 
ホルムアルデヒドの

量 
0.1 mg/m3 以下（＝

0.08 ppm 以下） 
 
B. 研究方法 
B.1 空気環境項目別の不適率の経年変化 
厚生労働省が各都道府県，保健所設置市，特

別区における建築物衛生の実態を把握すること

を目的とし，毎年集計を行っているもので，独

立行政法人統計情報センターで公表されている。

そこで，公表されている全国の建築物の維持管

理に関するデータを用いて，基準値に適合しな

かった建物の割合，不適率の動向の整理を行う

ことにより，建築物における環境衛生の実態，

不適率の状況について把握することができる。

ここで示す建物維持管理のデータは，建築物の

維持管理項目ごとの調査件数及び不適件数が集

計されている。また，対象期間は平成 8 年度か

ら令和元年度（1996-2019 年度）までで，不適

率の推移を見ることができる。建築物の維持管

理項目は，帳簿（1 項目），空気環境の調整（16
項目），給水の管理（10 項目），雑用水の管理（9
項目），排水設備（1 項目），清掃（1 項目），防

除（1 項目）に分けられている。用途は興行場，

百貨店，店舗，事務所，学校，旅館，その他と

分かれており，それぞれの用途別ごとの不適率

の比較をすることができる。これらのデータに

基づき，用途別不適率及び不適率の経年変化を

集計し，建物維持管理の問題点の抽出を行った。

ここでは，空気環境の調整の内，空気環境の測

定の項目について述べる。 
 
B.2 事務所建築物における 2E1H の実態 
 事務所室内における化学物質の実態，特に

2E1H の状況を 2018 年から 2020 年の夏期と

冬期に東京・埼玉・神奈川・大阪・福岡の表 1-
2 に示す 17 軒 35 室の事務所建築物室内の調査

を行った。E01～E05，E07～E12，A01～A03，
W01～W03，F01～F04 は夏期と冬期に測定し

ており，その他の建物では夏期か冬期のどちら

かで測定している。各部屋とも床にタイルカー

ペットが敷かれており，床の下地はタイル地，

コンクリートスラブ，金属製・コンクリート製・

プラスチック製 OA フロアの 5 種類に分類した。 
VOC の捕集には，Tenax 捕集材を用いたア

クティブサンプリング法により行った。捕集は

対象室内の机上で行い，300 mL/min.で 30 分

間，合計 9 L とした。分析には，加熱脱着装置

により GC/MS に導入して行った。なお，TVOC
の算出には，C6 （ヘキサン）から C16（ヘキ

サデカン）に検出したピークをトルエン換算し

て算出した。 
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表 1-2 事務所建築物の実測調査における調査

対象室の概要 

 
 
C. 研究結果および考察 
C1. 空気環境項目別の不適率の経年変化 
図 1-1 に空気環境 7 項目（浮遊粉じん，二酸

化炭素，一酸化炭素，温度，相対湿度，気流，

ホルムアルデヒド）の不適率の経年変化を示す。

浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデ

ヒドについては，低い不適率で推移している。

一方，二酸化炭素濃度，温度，相対湿度の不適

率においては，いずれも値が高く，3 回の顕著

な上昇が見られた。1 回目は平成 11 年度（1996
年度）（相対湿度），2 回目は平成 15 年度（2003
年度）（温度，相対湿度，二酸化炭素濃度），3 回

目は平成 23 年度（2011 年度）（温度，相対湿

度，二酸化炭素濃度）であった。それぞれは省

エネ法の改定と建築物衛生法改定の翌年，東日

本大震災の年と重なる。省エネのために，設定

温度・相対湿度の設定・制御の問題，換気量を

削減することなどにより，基準値を逸脱する事

例が増加したものと考えられる。また，平成 15

年度（2003 年度）における建築物衛生法の改定

により，個別空調方式の建物が特定建築物の適

用範囲となったため，基準値の不適合の件数が

増加したことが考えられる。なお，平成 25 年

（2013 年度）に相対湿度の不適率が一旦減少に

転じているが，その原因として加湿器を設置し

てない建築物において，相対湿度との比較を行

わなくなったことも関係すると考えられる。二

酸化炭素については，平成 29年度（2017年度）

までは上昇傾向であったが，その後若干の減少

に転じている。 
 図 1-2 に二酸化炭素の用途別不適率の経年変

化を示す。旅館を除けば，全ての用途で軒並み

に上昇し続けている。特に学校と事務所の上昇

が著しく，平成 8 年度（1996 年度）の 10%程

度に比べ，令和元年度（2019 年度）は 4 倍超と

なった。学校については，学校保健安全法の学

校環境衛生基準において，換気の基準として

1500 ppm 以下であることが望ましいとしてお

り，特定建築物となっている学校建築において

は，同じ二酸化炭素濃度であっても，基準値が

異なっていることも要因として考えられる。旅

館において不適率が低い要因としては，計測場

所・時間など測定条件に起因することも考えら

れる。例えば，宴会場において，宴会の最中に

計測がされているかといえば，困難であること

が想像される。 
  ホルムアルデヒドについては，基準値として

制定された当初から，低い不適率を推移してい

る。住宅においては，気密性の上昇による換気

の減少，フローリングや壁紙に使用される接着

剤などの多用から発生するホルムアルデヒドな

どの化学物質の室内濃度が高くなることが，シ

ックハウス症候群，化学物質過敏症の主原因と

なっていた。その対応として，厚生労働省から

化学物質の指針値を制定，建築基準法によりホ

ルムアルデヒド発散建材の使用制限，24 時間換

気設備の設置義務化とともに，発生源である内

装材料からの化学物質の発生が少なくなったこ

とで，住宅室内の化学物質濃度が低下している。

一方，特定建築物においては，二酸化炭素濃度

の基準値より，一定の換気量が確保されている

こと，住宅とは異なる内装材料を用いているこ

とからホルムアルデヒドの発生量は比較的少な

Building Sampling
ID places
E01 - Concrete ○ ○

1F ○ ○

2F ○ ○

3F ○ ○

E03 - Tile ○ ○

E04 - Concrete ○ ○

E05 - OA（Steel） ○ ○

1F ○ -

2F ○ -

E07 - Tile ○ ○

E08 - OA（Steel） ○ ○

E09 - Tile ○ ○

E10 - OA（Plastic） ○ ○

E11 - OA（Plastic） ○ ○

E12 - Concrete ○ ○

E13 - OA（Steel） - ○

E14 - OA（Steel） - ○

T01 - OA（Steel） - ○

roomA - ○

roomB - ○

1F Concrete - ○

5F OA（Steel） - ○

T04 - OA（Steel） - ○

T05 - OA（Concrete） - ○

T06 - Concrete ○ -

T07 - Concrete ○ -

K01 Concrete ○ -

A01 - Tile ○ ○

A02 - Concrete ○ ○

A03 - OA（Plastic） ○ ○

W01 - Tile ○ ○

W02 - Concrete ○ ○

W03 - Tile ○ ○

O01 Concrete ○ -

O02 OA（Plastic） ○ -

F01 - Concrete ○ ○

F02 - Concrete ○ ○

F03 - Concrete ○ ○

F04 - OA（Steel） ○ ○

Fukuoka

Aichi

Osaka

Tokyo
Saitama

Kanagawa

SummerFloor material

T02

T03

Winter

Tile

Location

E02 OA（Steel）

OA（Plastic）E06
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いこともあり，不適率としても低いものとなっ

ていると考えられる 7)。 
 その他の項目として，温度，相対湿度は何の

用途においても上昇傾向，気流，浮遊粉じん，

一酸化炭素については，用途によらず何れも低

い傾向であった。 
   

 
図 1-1 空気環境 7 項目の不適率の経年変化 
 

 
図 1-2 用途別の二酸化炭素濃度不適率の経時

変化 
 
C.2 事務所建築物における 2E1H の実態 
図 1-3にタイル地の建物での 2E1H濃度を示

す。タイル地の建物では，2E1H 濃度の低い建

物が多い。しかし，夏期の W01 と E09 では総

揮発性有機化合物（TVOC）濃度が厚生労働省

による暫定目標値 400 µg/m3 を超えており，

2E1H 以外の VOC が空気質に影響しているも

のである。タイル地の建物は改装によって竣工

当初に施工されたタイル地の上にタイルカーペ

ットをそのまま貼り付けている建物である。そ

のため，下地となるタイルの種類が建物によっ

て違うことで床材から発生する物質が異なって

いると考えられる。 
図 1-4，図 1-5 に金属製 OA フロア及びコン

クリート製・プラスチック製 OA フロアの建物

での 2E1H 濃度を示す。コンクリート製 OA フ

ロアの T05 の 54 µg/m3が最も高い濃度を示し

ており，金属製・プラスチック製 OA フロアで

は低い傾向にあった。 
図 1-6 にコンクリートスラブが下地の建物で

の 2E1H 濃度を示す。コンクリートスラブが下

地の建物では，2E1H 濃度が高い傾向にあった。

特に夏期の K01，E01 では 139 µg/m3，123 
µg/m3 と調査した建物のなかでも高濃度で検出

された。また，夏期においては TVOC に占める

2E1H の濃度も高い。 
床仕様別の 2E1H 濃度を図 1-7 に示す。コン

クリートスラブが下地の建物は，他の建物と比

べても2E1Hの濃度が高い傾向であることが明

らかになった。特に，金属製 OA フロアとコン

クリートスラブが下地の建物との濃度には有意

な差があった。 
また，床仕様別の TVOC 濃度に占める 2E1H

濃度をまとめたものを図 1-8 に示す。TVOC 中

の2E1H濃度の割合もコンクリートが下地の建

物において高い傾向がある。既往研究 8)におい

て，2E1Hの嗅覚閾値は76 μg/m3であり，TVOC
に対する割合が 45〜64%の付近から 2E1H の

臭気を感じると示唆されている。コンクリート

スラブが下地の事務所室内ではそれらの値を超

える建物もいくつか存在していることから，コ

ンクリート下地が事務所の室内環境に影響を与

えていることが示唆された。これはコンクリー

ト下地による加水分解により，二次発生してい

ることが高濃度の原因であると推測される。 

 
図 1-3  タイル地の室内 2E1H濃度とTVOC濃

度 
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図 1-4 金属製 OA フロアの室内 2E1H 濃度と

TVOC 濃度 
 

 
図 1-5 コンクリート・プラスチック製 OA フ

ロアの室内 2E1H 濃度と TVOC 濃度 
 

 
図 1-6 コンクリートスラブ下地の室内 2E1H
濃度と TVOC 濃度 
 

 
図 1-7 床仕様別の室内 2E1H 濃度 

 

 
図 1-8 床仕様別の TVOC に占める 2E1H の割

合 
 
C.3 考察 
空気環境項目別の不適率の経年変化より，二

酸化炭素濃度，温度，相対湿度については，年々

上昇する傾向となり，特に二酸化炭素濃度は換

気に関わる項目であることから，室内空気質へ

の影響が懸念される。しかしながら，ホルムア

ルデヒド濃度については，基準に制定されて以

来，低い不適率となっており，換気不足による

濃度上昇の傾向は見られない。これには，住宅

とは異なりホルムアルデヒドを多量に発生する

建材を使っていないこと，ある程度の換気がで

きていることなどが挙げられる。なお，ホルム

アルデヒド以外の化学物質については，二酸化

炭素濃度の不適率が高い傾向であることから，

換気が十分とは言えず，ホルムアルデヒドとは

異なる発生源であれば，室内濃度が高くなる可

能性もある。 
さらに，事務所建築物において室内化学物質

濃度の実測調査を行ったところ，TVOC に占め

る2E1Hの割合が比較的高い建物が多く存在し，

主要成分が2E1Hとなっていることを表してい

る。2E1H の発生源として，接着剤やカーペッ

トの下地材が考えられるが，その他にもコンク

リート中に含まれる水分により，カーペット裏

地の塩ビ材料との二次生成も要因としてあり，

室内の温度，湿度などの影響により，新築建物

でなくとも濃度が高くなる可能性もあり，引き

続き注視する必要がある。 
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D. まとめ 
これまでの研究結果を踏まえて，厚生労働省

から公表された全国の立ち入り調査のデータを

用いた全国都道府県の不適率の最新動向につい

て整理を行った。さらに事務所室内空気中の

2E1H 発生特性を実測調査によって明らかにし

た。 
特定建築物の各環境要素について二酸化炭

素濃度，温度，相対湿度の不適率においては，

いずれも値が高く，上昇する傾向となった。そ

れぞれが，省エネ法の改正，建築物衛生法の改

正，東日本大震災の影響が示唆された。また，

浮遊粉じん，一酸化炭素，気流，ホルムアルデ

ヒドについては，低い不適率で推移している。 
また， 2E1H の事務所建築物における実態調

査では，TVOC に占める 2E1H の値が高い建物

があり，特にコンクリートが下地の建物におい

て高い傾向となった。 
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